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第 5回阿蘇市議会会議録 

 

1.令和 2年 9月 4日 午前 10時 00分 招集 

2.令和 2年 9月 7日 午後 1 時 00分 開議 

3.令和 2年 9月 7日 午後 2 時 39分 散会 

4.会議の区別 定例会 

5.会議の場所 阿蘇市議会議場 

6.出席議員及び欠席議員 

出席議員 

１ 番 佐 藤 和 宏 ２ 番 佐 藤 菊 男 

３ 番 児 玉 正 孝 ４ 番 甲 斐 純一郎 

５ 番 立 石 昭 夫 ６ 番 竹 原 祐 一 

７ 番 岩 下 礼 治 ８ 番 谷 﨑 利 浩 

９ 番 園 田 浩 文 10 番 菅  敏 德 

11 番 市 原  正 12 番 森 元 秀 一 

13 番 大 倉 幸 也 14 番 田 中 弘 子 

15 番 五 嶋 義 行 16 番 藏 原 博 敏 

17 番 古 木 孝 宏 18 番 田 中 則 次 

19 番 河 﨑 德 雄 20 番 湯 淺 正 司 

 

欠席議員 

な   し 

7.地方自治法第 121 条の規定により説明のため出席を求められた者の職氏名 

市 長 佐 藤 義 興 副 市 長 和 田 一 彦 

教 育 長 阿  南  誠 一 郎 総 務 部 長 髙 木  洋 

市 民 部 長 宮 﨑  隆 経 済 部 長 阿 部 節 生 

土 木 部 長 吉 良 玲 二 教 育 部 長 山 口 貴 生 

阿蘇医療センター事務部長 井 野 孝 文 総 務 課 長 村 山 健 一 

福 祉 課 長 松 岡 幸 治 農 政 課 長 佐 伯 寛 文 

建 設 課 長 中 本 知 己 財 政 課 長 廣 瀬 和 英 

教 育 課 長 藤 井 栄 治 農業委員会事務局長 渡 邉 一 倫 

政策防災課長 加  藤  勇 二 郎 ほ け ん 課 長 古 閑 茂 雄 

観 光 課 長 秦    美 保 子 住 環 境 課 長 藤 田 浩 司 

市 民 課 長 森 永 智 保 まちづくり課長 荒 木  仁 

税 務 課 長 市 原 修 二 内 牧 支 所 長 加 来 隆 浩 

8.職務のため出席した事務局職員 

議会事務局長 本 山 英 二 議会事務局次長 市  原  多 喜 男 
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書     記 山 本 悠 未 

9.議事日程 

開議宣告 

議事日程の報告 

日程第 1 報告第 8 号 専決処分の報告について 

日程第 2 報告第 9 号 専決処分の報告について 

日程第 3 議案第 61号 阿蘇市手数料条例の一部改正について 

日程第 4 議案第 62号 阿蘇市障害者福祉計画策定委員会設置条例及び阿蘇市特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について 

日程第 5 議案第 63号 阿蘇市野生動植物保護条例の一部改正について 

日程第 6 議案第 64号 令和 2 年度阿蘇市一般会計補正予算について 

日程第 7 議案第 65号 令和 2 年度阿蘇市下水道事業特別会計補正予算について 

日程第 8 議案第 66号 令和 2 年度阿蘇市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

日程第 9 議案第 67号 令和 2 年度阿蘇市介護保険事業特別会計補正予算について 

日程第 10 議案第 68号 令和 2 年度阿蘇市後期高齢者医療事業特別会計補正予算につい

て 

日程第 11 議案第 69号 令和 2 年度阿蘇市坂梨財産区特別会計補正予算について 

日程第 12 議案第 70号 令和 2 年度阿蘇市古城財産区特別会計補正予算について 

日程第 13 議案第 71号 令和 2 年度阿蘇市中通財産区特別会計補正予算について 

日程第 14 議案第 72号 令和 2 年度阿蘇市病院事業会計補正予算について 

日程第 15 請願第 1 号 核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書提出の請願 

日程第 16 請願第 2 号 市道狩尾幹線道の復旧に係る意見書の提出を求める請願 

 

 

 

 

 

 

午後 1時 00 分 開議 

1 開議宣告 

○議長（湯淺正司君） 皆さん、こんにちは。 

それでは、ただ今より会議を始めたいと思います。 

本日の会議は、台風 10 号の影響により時間を変更しての会議といたしました。議員各位

におかれましては、御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございました。 

それでは、ただ今の出席議員は 20 名であります。したがいまして、定足数に達しており

ますので、これより本日の会議を開きます。 
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なお、執行部出席者につきましては、お配りしている執行部出席者名簿のとおりです。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

日程に入ります前に、市長からの発言の申出がありましたので、これを許したいと思いま

す。 

市長。 

○市長（佐藤義興君） 議会の冒頭ではありますが、台風 10 号の襲来で大変心配な一夜を

過ごされました市民の方々にお見舞いを申し上げます。阿蘇市内一部停電や倒木などがあり

ましたものの、人的な被害の報告は入っておりません。現在、農業用施設等を含め、被害状

況の調査及び取りまとめを行っており、詳細な被害状況がまとまり次第、報告をさせていた

だきます。 

市は、4 日午後に情報連絡本部を設置、複数の待機班を事前招集し、警戒対応に当たりま

した。昨日正午に自主避難所 4か所を開設、自主防災組織の御協力もいただきながら、早め

の避難の呼びかけを行うとともに、暴風圏に入る前に風雨も大変強まり危険な状況になると

判断、午後 3時市内全域に避難勧告を発し、合計 9か所の避難所を開設しました。最終的に、

160 世帯 288 名の方が避難をされました。本格的な台風シーズンに備え、気象庁と関係機関

と連携し、引き続き早めの避難を呼びかけるとともに、防災減災に努めます。 

以上、報告をいたします。 

○議長（湯淺正司君） 以上で、市長の説明を終わります。 

それでは、早速議事に入ります。 

 

日程第 1 報告第 8号 専決処分の報告について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 1、報告第 8 号「専決処分の報告について」を議題といたし

ます。 

市民部市民課長の説明を求めます。 

市民課長。 

○市民課長（森永智保君） お疲れさまです。 

議案集の 1ページをお願いします。ただ今議題とさせていただきました報告第 8号、専決

処分について、御説明を申し上げます。 

まず、提案理由でございますが、本件は、令和 2 年 6 月 22 日、阿蘇市狩尾において発生

した公用車の物損事故について、同年 7 月 30 日に示談が成立、地方自治法第 180 条第 1 項

の規定に基づき専決処分いたしましたので、同条第 2項の規定により報告するものでござい

ます。 

2 ページをお願いします。専決処分書について、次のとおり損害賠償の額とそれに伴う和

解事項を決定しております。 

損害賠償の相手は、記載のとおりでございます。事故の詳細は、令和 2 年 6 月 22 日午後

0 時 30 分頃、阿蘇市狩尾 790 番地 3 のＪＡ阿蘇グリーンショップやまびこ駐車場において、

市民部市民課の業務受託業者が運転する公用車（塵芥車）が駐車中の甲の車両と接触し、甲
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に損害を与えたというものでございます。損害賠償の額は、市は甲に対し 27 万 2,320 円を

支払う。甲の損害額 27万 2,320円、市の過失割合 10割でございます。和解事項は、本件事

故に関して、今後、双方とも裁判上または裁判外において一切異議申立て及び請求を行わな

いことを確認するとしております。 

補足になりますが、本件につきましては、生活ごみの収集運搬業務受託業者が業務終了後、

運転する塵芥車の同乗者を降車させるため、ＪＡ阿蘇グリーンショップやまびこ駐車場に入

り、駐車スペースで降車させた後、車を発進させる際、左隣に駐車中の相手方の車両に接触

したということでございます。 

日頃から業務受託業者には十分な確認作業を行い、安全運転を心がけるよう再三指示をし

ているところではございますが、再度改めて指示を行い、事故防止に努めてまいります。大

変申し訳ございませんでした。 

以上、御報告させていただきます。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

16番議員、藏原博敏君。 

○16番（藏原博敏君） 確認のために、執行部にお尋ねします。 

まず、この専決処分の対象者が公の職員であれば、今までも異論はなかったんですけども、

業務委託業者ということで、一つのやっぱり生業を請け負っておられる方なんですよね。そ

の人が事故をしたときに、公として損害賠償の責任があるのかと、そこ辺にちょっと疑問が

あったものですから、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（湯淺正司君） 市民課長。 

○市民課長（森永智保君） こちらは、収集運搬業務の塵芥車になりますので、公用車と同

じ取扱いで、自動車保険のほうも所管は財政課になりますけれども、そちらのほうの保険に

入っております。収集運搬受託業者は阿蘇市職員ではありませんけれども、市の収集運搬業

務を行うということで、公用車と同じ扱いになっております。 

○議長（湯淺正司君） 他に質疑ありませんか。 

3 番議員、児玉正孝君。 

○３番（児玉正孝君） 3番、児玉です。 

市の財産であります、いわゆるパッカー車の被害というのはございませんでしたか。 

○議長（湯淺正司君） 市民課長。 

○市民課長（森永智保君） 塵芥車のほうはかすり傷程度でしたので、収集運搬業務にも差

し支えることなく、特に修理等の必要はございませんでした。 

○議長（湯淺正司君） 他に質疑ありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

以上で、報告を終わります。 

 

日程第 2 報告第 9号 専決処分の報告について 
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○議長（湯淺正司君） 日程第 2、報告第 9 号「専決処分の報告について」を議題といたし

ます。 

内牧支所長の説明を求めます。 

内牧支所長。 

○内牧支所長（加来隆浩君） お疲れさまです。 

議案集の 3ページをお願いいたします。報告第 9 号、専決処分の報告につきまして、御説

明させていただきます。 

本件は、令和 2 年 8 月 6 日、阿蘇市内牧において発生した物損事故について、同月 21 日

に示談が成立、地方自治法第 180 条第 1 項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第 2

項の規定により報告するものでございます。 

4 ページ、専決処分書を御覧ください。まず、損害賠償の相手につきましては、こちらに

記載のとおりでございます。事故の詳細につきましては、令和 2年 8 月 6日午前、阿蘇市内

牧 976 番地 2、阿蘇市阿蘇保健福祉センター公用車駐車場におきまして、施設管理の一環と

して実施しておりました定期の除草作業中、駐車してあった甲所有の窓ガラスを破損、甲に

損害を与えたものでございます。損害賠償の額としましては、市は甲に対し 2万 4,530円を

支払うということで、甲の損害額 2 万 4,530 円、市の過失割合 10 割となっております。和

解事項でございますが、本件事故に関して、今後、双方とも裁判上または裁判外において一

切異議申立て及び請求を行わないことを確認するとしております。 

補足説明させていただきます。現場状況としましては、阿蘇保健福祉センター東側職員出

入口付近の屋根つきの公用車駐車場で、その駐車場に隣接する公園の除草作業を支所職員が

刈払機で行っておりました。作業実施に当たり、事前に公用車等の車両を移動してから作業

を行っておりましたが、甲所有の車両につきましては、甲が県南豪雨の被災地の支援に阿蘇

市社会福祉協議会の職員として派遣され、当日不在であったことから、移動がなされません

でした。そのため、その区域付近は作業を控え、距離を取って作業を実施している状況でご

ざいましたが、駐車してありました甲所有の車両左後方の小さな窓ガラスを飛び石で破損さ

せたものでございます。 

今後、除草作業を実施する際につきましては、このような事故が発生しないよう、周囲の

安全確認と車両の移動を徹底し、依然として車両等がある場合には作業を中断するか、また

は防護板を使用するなどの対策を講じます。誠に申し訳ございませんでした。 

以上、報告させていただきます。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

以上で、報告を終わります。 

 

日程第 3 議案第 61号 阿蘇市手数料条例の一部改正について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 3、議案第 61 号「阿蘇市手数料条例の一部改正について」
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を議題といたします。 

市民部長の説明を求めます。 

市民部長。 

○市民部長（宮﨑 隆君） お疲れさまです。 

議案集の 5 ページをお願いいたします。ただ今議題とさせていただきました議案第 61 号、

阿蘇市手数料条例の一部改正について、御説明をいたします。 

まず、提案理由でございますが、本件は、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律の一部が改正され、通知カードが廃止されたため、本条例の一部

を改正するものでございます。いわゆる上位法の改正によるものでございます。 

6 ページをお願いいたします。新旧対照表になりますが、今回の改正によりまして、改正

前の「通知カードの再交付 1 件につき 500 円」の部分を削除するものでございます。 

今後は、氏名・住所等の記載事項変更がある方は、通知カードがマイナンバーを証明する

書類として使用できません。今後は、マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された住

民票の写しなどが証明する書類ということになりますので、今回の改正に至ったわけでござ

います。 

以上、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行いますが、ただ今議題となっております議案第

61 号から議案第 72 号までの質疑は、御承知のように会期中の日程に従って、各常任委員会

に付託をされます。したがって、自己の委員会の件についての質疑は御遠慮願いたいと思い

ます。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 

日程第 4 議案第 62 号 阿蘇市障害者福祉計画策定委員会設置条例及び阿蘇市特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 4、議案第 62 号「阿蘇市障害者福祉計画策定委員会設置条

例及び阿蘇市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて」を議題といたします。 

市民部長の説明を求めます。 

市民部長。 

○市民部長（宮﨑 隆君） 議案集の 7ページをお願いいたします。ただ今議題とさせてい

ただきました阿蘇市障害者福祉計画策定委員会設置条例及び阿蘇市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、御説明をいたします。 

まず、提案理由でございますが、本件は、障害者基本法、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく障がい者計画等を策定する体制を整
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備するため、関係条例の一部を改正するものでございます。 

詳細は、新旧対照表で御説明いたします。9ページ、10 ページをお願いいたします。 

まず、9 ページの第 1 条でございますが、第 1 条の「障害者福祉計画」という文言を「障

がい者計画等」に改正いたしております。 

続きまして、第 2条及び第 3 条の部分ですが、先ほど第 1条で改正いたしました「障がい

者計画等」というのを、今回の改正に挙げた一つの理由でございますが、6 年間の障害者福

祉計画というものがございます。これは、今まで単独で策定をいたしております。この計画

書とは別に、3 年間の障害福祉計画、それと同じく 3 年間の障害児福祉計画というものを現

在策定いたしております。この 3つの計画書につきましては、それぞれ内容が相互に関連性

が高いため、同じ委員会で策定することが必要と、いわゆる望ましいということでございま

すので、今回、所要の改正を行うものでございます。 

次に、9 ページの一番下になりますが、第 6 条の委員の任期につきましては、これまで

「1年」という限定をさせていただいておりましたが、「1年以内」というふうに改正をいた

しております。 

また、10 ページの報酬につきましても、それぞれの委員会を今回一本に改正いたします

ので、その部分につきまして同様に改正をいたしております。 

以上、御審議、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 

日程第 5 議案第 63号 阿蘇市野生動植物保護条例の一部改正について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 5、議案第 63 号「阿蘇市野生動植物保護条例の一部改正に

ついて」を議題といたします。 

土木部長の説明を求めます。 

土木部長。 

○土木部長（吉良玲二君） 失礼します。 

それでは、ただ今議題とさせていただきました議案第 63 号、阿蘇市野生動植物保護条例

の一部改正について、御説明させていただきます。 

まず、提案理由でございますが、本件は、本市特有の自然環境を保護するため、より一層

の対策を講じる必要があることから、本条例の一部を改正するものでございます。 

内容でございますが、12 ページの新旧対照表を御参照ください。 

まず、第 4条の見出し中、「要件」を削り、同条に次の 1号を加える。 

（3） 保護指定する動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の

種として市長が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。 

第 4条の次に 1 項を加える。 

2 市長は、前項により許可をする場合は、必要に応じ審議会に意見を聴くことができる。 
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第 5条を削り、第 6条を第 5 条とする。 

第 7条中、「30 万円以下の過料」を「1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金」に改め、同

条を第 6 条とする。 

附則といたしまして、「この条例は、令和 2年 10月 1 日から施行する。」でございます。 

以上、説明を終わります。御審議、よろしくお願いいたします。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

8 番議員、谷﨑利浩君。 

○８番（谷﨑利浩君） 8番、谷﨑です。 

条例で懲役刑を科すというのがちょっと今まで私も記憶にないんですが、具体的に何でこ

こまで強化するのか、あるいはこの条例をつくる根拠となる法律か何かあるのか、それにつ

いてお尋ねします。 

それと、それに伴いまして、審議会の意見を諮るでなく、聴くということで、市長の権限

が強くなる形にしてあるんだろうと思いますが、その意図と審議会のメンバーについても御

説明をお願いします。 

○議長（湯淺正司君） 住環境課長。 

○住環境課長（藤田浩司君） ただ今の 2 点を説明させていただきます。 

もともとうちの条例の過料 30 万円というものが、実際の過料につきましては、法律では

5 万円が上限ということに定められております。これは、地方自治法で地方自治体の条例を

制定する場合の罰則については、「2 年以下の懲役もしくは禁固、100万円以下の罰金、拘留、

科料もしくは没収の刑または 5万円以下の過料」までは条例で設けることができることにな

っております。本件につきましては、無許可で他人の財物を採取するということですので、

いわゆる刑法でいう窃盗罪、こちらが「10 年以下の懲役または罰金 50 万円以下」というこ

とで定められております。従いまして、この窃盗に当たりますので、地方自治法と刑法の量

定を参酌しまして、「1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」とさせていただいたものでご

ざいます。 

それと、第 2 点目ですが、「審議会の意見を諮るものとする」ということにこれまでなっ

ております。実は、今年 4月 1日から、阿蘇市では、保護地域の指定を、これまで一部の地

域だったんですが、原野全域に広げております。また、希少動植物の指定種につきましても、

それまでの数種類から全種類を指定することとなりました。従いまして、すべての許可申請

につきまして、審議会にお諮りするのも非常に合理的ではないだろうということで、希少な

動植物につきましては、今後とも審議会の方々の御意見を拝聴しながら許可を出していくと

いうことになりますが、軽微なものにつきましては事務局の方で判断させていただくことに

しております。 

審議会のメンバーにつきましては、経済建設常任委員長であります五嶋議員をはじめ、ほ

か 7名の方々、いわゆる自然環境保護活動にこれまで経験豊富な方々になっていただいてい

るところでございます。 

以上です。 
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○議長（湯淺正司君） 谷﨑利浩君。 

○８番（谷﨑利浩君） 窃盗のほうは、窃盗に関する法律に沿ってつくっているということ

ですが、外来種も含めた栽培もそのぐらい厳しくやるということで理解してよろしいですか

ね。 

それと、窃盗の話で拡大解釈すれば、例えばワラビとかゼンマイとか、ああいったものも

入ってくるということになるんでしょうか。 

○議長（湯淺正司君） 住環境課長。 

○住環境課長（藤田浩司君） 細かく申し上げれば、原野につきましては、御存じのとおり、

入会権というもので地元の方々に権利がございます。例えば、地元の方々が盆花等を採られ

るといったことについては、この条例は適用になりません。従いまして、地域住民が慣習に

より行っていたものとか、営農のために行うもの、非常災害に対する必要な措置としての行

為としてやむを得ないもの、こういったものは対象外になります。 

○議長（湯淺正司君） 他に質疑ありませんか。 

3 番議員、児玉正孝君。 

○３番（児玉正孝君） 3番、児玉です。 

 ここにございますが、「指定するものの個体を放ち、又は植栽」、この植栽は分かるんです

けど、放つということがありますが、いろんな変わった変な種がまかれれば生態系が崩れる

ということは分かりますが、今まで具体的にどういう事例があったのかを教えてください。 

○議長（湯淺正司君） 住環境課長。 

○住環境課長（藤田浩司君） これまでの事例については、承知してない部分が多くござい

ます。ただ、阿蘇地域には阿蘇固有のものがございまして、特に植物関係、動物につきまし

ては、御存じのとおり、オオルリシジミが指定されております。阿蘇の生態系を守るために

は、外から持ってきて、そこの生態系を崩すのは、やはりいかがなものかということで規制

させていただいております。 

○議長（湯淺正司君） 他に質疑ありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 

日程第 6 議案第 64号 令和 2年度阿蘇市一般会計補正予算について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 6、議案第 64 号「令和 2 年度阿蘇市一般会計補正予算につ

いて」を議題といたします。 

総務部財政課長の説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（廣瀬和英君） ただ今議題としていただきました議案第 64 号、令和 2 年度阿

蘇市一般会計補正予算について、御説明申し上げます。 

まず、冒頭で、今回予算書に誤りがございまして、開会日に正誤表を配付させていただい

ております。大変失礼いたしました。 
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それでは、別冊 1の 1 ページのほうから説明させていただきます。 

まず、1 ページの第 1 条をお願いいたします。今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ 9 億 5,401 万 9,000 円を追加いたしまして、233 億 5,094 万 6,000

円の編成としております。 

次に、少し飛びまして、6 ページをお願いいたします。6 ページの第 2 表、繰越明許費補

正ですけれども、新型コロナウイルス感染症対策といたしまして、市税等コンビニ収納サー

ビス導入事業 838万 1,000円の 1件を繰越明許の補正として上げさせていただいております。

こちらにつきましては、後ほど歳出予算のほうで御説明申し上げます。 

続いて、7 ページをお願いいたします。7 ページは、地方債の補正になります。上の段が

追加、中段が変更、下段が廃止でございまして、中段の変更分 4件と下段の廃止分 2件につ

きましては、国の内示を受けて減額するものと、それから将来の財政負担を考慮しまして、

交付税算入率が低い起債の借入れを減らすものでございます。市債借入額を全体的に抑制す

るため、減額調整しております。 

続きまして、9 ページをお願いいたします。9 ページ、一番下の歳出合計欄を見ていただ

きたいと思います。今回の補正額、約 9億 5,400 万円に対する財源内訳といたしましては、

国・県の支出金、こちらが 6 億 7,432万円、それから地方債につきましては、借入額を減ら

しまして、△7,850 万円、その他が△2,393 万 3,000 円、結果といたしまして、一般財源の

ほうは 3億 8,213万 2,000円といたしたところです。 

それでは、まず主な歳入予算について説明させていただきます。 

10 ページをお願いいたします。10 ページの一番上の段になります。右端の説明欄の普通

交付税ですけれども、交付額が確定いたしまして、当初予算計上額から 4億 655万 4,000 円

を追加いたしております。本年度の普通交付税の交付額につきましては、約 54 億円となっ

ておりまして、昨年度と比べまして、約 3,600万円の増となっております。 

続きまして、11 ページをお願いいたします。11 ページの上から 3 行目、右端の新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、1 億 4,799 万円を追加計上いた

しております。こちらにつきましては、既に国から臨時交付金の交付限度額、阿蘇市につき

ましては、約 6 億 3,000万円、こちらのほうが交付限度額として示されているところでござ

いますが、その限度額に対しまして、今回補正後の予算額といたしましては、約 5 億 3,600

万円でございまして、これまでの補正予算において財政調整基金を取り崩すようにしており

ました予算の組替えも含めて、今回は計上をさせていただいております。なお、阿蘇市の交

付限度額、約 6億 3,000万円との残り分、差額、約 1億円になりますけれども、こちらにつ

きましては、基金積立ても含めまして、今後の補正予算で対応する予定といたしております。 

続いて、17 ページをお開きください。 

まず、17 ページの一番下の段、右端の前年度繰越金になります。令和元年度の決算に伴

いまして、金額、約 8 億円が確定いたしましたので、今回 5億 3,379 万円を追加計上いたし

ております。 

次に、順番が前後いたしますけれども、同じ 17 ページの中段、2 行目以降の款 20 繰入金
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でございます。これまでの補正予算におきましては財源不足等により基金の一部を取り崩す

予定であったものを、今回は財源ができましたので、取り崩さずに基金に戻すため、繰入金

をマイナス計上いたしております。全額を基金に繰り戻すことにしたのは、目で申し上げま

すと、1 財政調整基金の繰入金、それとその下の 2 減債基金繰入金になります。コロナ禍の

中ではありますけれども、何とか財源調整ができ、現時点におきましては取り崩す予定であ

りました基金の多くを再び基金に戻せております。 

続きまして、主な歳出予算について御説明申し上げます。 

まず、22 ページをお願いいたします。22 ページの一番上、目で言いますと、2 賦課徴収

費でございます。右端の説明欄に括弧書きで幾つかコンビニ収納分と書いてある項目がある

かと思いますけれども、こちらにつきましては、曜日、時間に制約されず、全国のコンビニ

で市税等の納付、支払いが可能となるよう、システム改修などの費用を合わせまして 838 万

1,000 円計上いたしております。なお、財源につきましては、国の地方創生臨時交付金を全

額充当することといたしまして、令和 4年度からのサービス開始を目指しております。 

次に、同じ 22 ページの一番下から、次の 23 ページ、その次の 24 ページにかけまして、

来年 2月に執行予定の市長選挙費、約 1,400万円を計上いたしております。 

続きまして、少し飛びまして、29 ページの一番上になります。老朽化が著しい坂梨保育

園を旧坂梨小学校に移転しまして、改修するための設計委託料 950万円を計上しております。

財源につきましては、事業費の 95％を合併特例債で対応することといたしております。 

次に、30 ページをお願いいたします。30 ページ、左端の上から 2 行目、目 3 仮設住宅管

理費になります。こちらは、阿蘇医療センターにおきまして、院内保育及び病児・病後児保

育室として利用するために、応急仮設住宅内にあります談話室を移築・合築するものでござ

います。予算額は、トータルで約 3,600万円を計上しておりますけれども、全額を熊本地震

復興基金で対応することといたしておりまして、一般財源の持ち出しはゼロ、なしとしてお

ります。 

続きまして、31 ページをお願いいたします。下から 3 行目を御覧ください。予防費にな

ります。消耗品費（新型コロナウイルス対策）とありますけれども、感染拡大防止のため、

引き続き医療機関等へマスク・消毒用アルコール等を配布するための購入費 918万 5,000 円

を計上いたしております。こちらの財源につきましても、地方創生臨時交付金を全額充当す

ることといたしております。 

続きまして、34 ページをお願いいたします。34 ページ、上から 2 行目以降、目 2 商工振

興費になります。商工振興費には 18負担金補助及び交付金に 3項目を計上しております。 

まず、一番上の飲食店等コロナ感染症予防対策補助金、こちらにつきましては、飲食店等

の衛生管理設備、仕切り板や換気扇、サーキュレーターなどの導入などに要する費用に対し、

1 店舗当たり 10 万円を上限として補助するための予算 5,000 万円を計上しております。こ

ちらの財源につきましては、国の地方創生臨時交付金を 2 分の 1、それから新たに創設され

ました県のコロナ感染症対応総合交付金、こちらを 2分の 1を活用することといたしており

ます。 
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次に、その 1つ下、新型コロナ対策として実施してきました事業継続支援補助金と、その

下の家賃補助につきましては、7 月末で事業が完了し、予算の執行残が生じましたので、精

算した額をそれぞれマイナス計上いたしております。 

さらに、その 1 つ下、阿蘇中岳第 4 火口ジオツアー開発プロジェクト事業委託料につきま

しては、第 4火口でのジオツアーを企画するため、専門ガイドの現地研修など、運営体制の

最終調整、販路開拓に向けた準備を行うものでございまして、286 万円を計上しております。 

続いて、35 ページをお願いいたします。35 ページ、左端の目 7 特産物推進費につきまし

ては、はな阿蘇美の指定管理者からの指定解除の申出を受けまして、11 月から市直営で管

理運営するための経費、合わせて 842万 8,000円を計上いたしております。 

次に、37 ページをお願いいたします。教育費になります。37 ページの下から 2 行目につ

きましては、旧宮地小学校の将来的な跡地利用に向けた検討準備といたしまして、環境整備

に係る設計委託料 200 万円を計上しております。 

続いて、40 ページをお願いいたします。40ページの一番下の段になります。款 10 災害復

旧費といたしまして、先の 7 月の豪雨によりまして、阿蘇市の北部地域を中心に被害を受け

ました農業用施設及び林業施設の災害復旧工事費、合わせて 3,800万円を計上いたしており

ます。 

それから、次の 41 ページをお願いいたします。41 ページの一番上、目 1 河川等災害復旧

費ですけれども、同様に 7 月の豪雨により被災した 80 か所を超える道路・河川等の災害復

旧関連経費、合わせて 2億 9,880万円を計上しております。 

最後に、42 ページになりますけれども、今回残った財源につきましては、予備費に約

3,100万円を追加計上いたしております。 

説明は以上になります。御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

8 番議員、谷﨑利浩君。 

○８番（谷﨑利浩君） 29 ページの坂梨保育園の移転業務設計委託料なんですが、最近、

建物を建てるときに単価が高いんじゃないかという意見と、もう一つは、業者のほうから利

益が取れないという意見と両方聞くんですが、設計委託についてはどういう形で設計委託を

するのか、大体何社ぐらいの中から選ばれるのか、今回の場合、坂梨の場合はどうするのか、

それについてお尋ねします。 

それと、待機児童とか、待機保育についての需給緩和について、キャパシティーといいま

すか、定員を増やす予定とかあるのか、その質問をします。 

それと、34 ページですが、コロナ対策の飲食店、私たちも安心して地元の飲食店を利用

したいのですが、県も含めて利用できるようにいろいろ考えておられると思うんですが、あ

る都道府県では、ステッカーだけ配って、内容を精査してないとかいう問題も出たりとかし

ております。それで、どういうふうな指導の下、感染対策の仕切り板とか、どういう形で指

導されながらつけていくのか、それに対して補助をつけるのか、その詳細を御説明をお願い

いたします。 
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○議長（湯淺正司君） 福祉課長。 

○福祉課長（松岡幸治君） お疲れさまです。ただ今の質問にお答えします。 

まず、設計委託等の指名ということなんですけども、それにつきましては、指名審査会の

ほうで適正な人数というのを出しておりますので、私のほうではちょっとお答えができない

というふうに思っております。 

今後の待機児童関係を含めた定員なんですけども、この待機児童が発生する原因が、定員

が不足しているとかではなく、いろんな要素がございます。私立のほうが保育士が確保でき

なかったりとか、これは郡部独特の構造的な理由がございますけども、当初から満員分の保

育士を雇えないとか、そういう構造的な部分があっての待機児童発生になっておりますので、

施設定員とはまた別の観点での理由が大きいというふうに分析しているところです。 

○議長（湯淺正司君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（荒木 仁君） コロナ対策をどうするのかという御質問かと思っており

ます。今回の事業につきましては、熊本県が 2 分の 1、市に支援をして、市が事業主体とし

てやるという形の事業になっております。内容としましては、まずはアドバイザーですね、

店舗を見まして、アドバイザーの方に対する費用が 2 分の 1、こういった部分については、

各種業種ごとにガイドラインが国のほうで設けられております。そのガイドラインに沿った

形での対策という形になるかと思っております。アドバイザーが入りまして、その対策がで

きているところのみに対してステッカーが貼られるという形になっております。 

ただし、今回の事業について、内容が二本立てでございまして、ステッカーまで要る店舗

さんについてはアドバイザー派遣を受け入れて、アドバイザーの意見を聞いて、対策をして、

ステッカーを貼るという部分が一本でございます。もう一つについては、サーキュレーター

であったり、換気扇であったり、マスクであったり、フェイスシールド、そういった部分の

費用に対する補助が 2 分の 1 出ております。うちは、シールは貼らなくていいという店舗に

ついては、その部分が上限 10万円、4分の 3の事業で、4分の 1が持ち出しという形になり

まして、最大で 13万 3,000 円を超えた場合が、県が 5 万円、市が 5 万円の 10 万円の補助が

流れるという形になっております。まずもっては、各種飲食業・小売店等々で国のほうで示

されておりますガイドライン、それに沿った形の対策がまずは第一番かと思っております。 

以上でございます。 

○議長（湯淺正司君） 谷﨑利浩君。 

○８番（谷﨑利浩君） コロナ対策については、店舗の店長の皆様方、意識が様々で、知識

も様々だろうと思います。そのような中で御指導をお願いしたいんですが、保健所は県の管

轄になりますので、市としては住環境課がそれを見ていくというところでよろしいんですか。

それとも、福祉課かどこかが並行してやっていかれますか。 

○議長（湯淺正司君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（荒木 仁君） 今回のこの飲食店・小売店等のコロナ感染防止事業に関

しましては、県のほうでこのアドバイザーの勉強会が行われます。そちらに、今予定として

おりますのは、商工会の指導員、それとまちづくり課の職員がまずは参加させていただいて、
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そのアドバイザーの講習を受けて、アドバイザーの資格を受けて、各店舗を回るという形で

今は進めているというところでございます。 

○議長（湯淺正司君） 他に質問ありませんか。 

9 番議員、園田浩文君。 

○９番（園田浩文君） 9番、園田です。 

ページ数で言いますと、34 ページの観光振興費、阿蘇中岳第 4 火口ジオツアー開発プロ

ジェクト事業委託料、この事業とこの委託の内容ですかね、それをお願いします。 

それと、35 ページの目 7 特産物推進費ですけども、10 月いっぱいで木之内農園さんが手

を引かれるということで、11 月から市直営というふうになっておりますけども、ローズガ

ーデンあたりはその専門性があると思うんですけども、この内容の説明をお願いいたします。 

○議長（湯淺正司君） 観光課長。 

○観光課長（秦 美保子君） 先ほど財政課長のほうから説明があったんですが、こちらに

ついては、常時立入禁止区域でございます。ということで、一昨年前から防災協のほうで御

説明をして、少しずつ進めているところです。昨年度、九州運輸局が直轄でこういう安全対

策とか、どういった仕組みをつくれば、こういうところに入れるのか。これは、少数人数で

ツアーつきで専門のガイドをつけて入るツアーです。これらがどういうふうな安全対策を施

せばいいのかということで昨年度取り組まれて、ところが、現場でのガイド研修とか、それ

とか旅行会社が入って、旅行会社が考える安全対策というのもありますので、そういったも

ののテストツアーをやろうということだったんですが、入れなかったということがありまし

て、引き続き観光課のほうで今年度そういったものをやります。国の 2分の 1の観光庁の補

助金を使ってやります。ただ、冒頭申しましたように、防災協の御意見をいただいて、先に

防災協のほうに入っていただいて、そういうテストツアーとかも行っていいかということの

御意見を踏まえて少しずつ進めていきたいと思っております。 

○議長（湯淺正司君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（荒木 仁君） はな阿蘇美につきましては、11 月 1 日からまちづくり

課のほうで直接管理をしていくという形になります。ただ、議員の質問にありましたように、

ローズガーデンについてはかなりの知識が必要になります。これまでも管理されてこられた

方がかなり気持ちを入れて育てて、今のローズガーデンの形ができあがっておりますので、

今後はローズガーデンについては業務委託の形で管理については進めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（湯淺正司君） 園田浩文君。 

○９番（園田浩文君） じゃあ、はな阿蘇美のほうの、もちろん店のほうは全部閉めて、取

りあえずはそのローズガーデンを枯らさないように、そういった施しをやるということです

かね。一切普通の一般の観光客とかは、どこも入るところはないということですね。 

○議長（湯淺正司君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（荒木 仁君） はな阿蘇美、ローズガーデンについては、10 月から秋

のバラが満開になります。10 月いっぱいは、木之内さんのほうで開館させていただいて、
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11 月からは私どものほうで直接業務委託の中で開館はしていきたいと、ローズガーデンに

ついては考えております。ただ、食堂、物産館等については、これまでも行政財産使用とい

う形で物産をしてきた経緯がございますので、その部分については、今後、希望者がいらっ

しゃれば、行政財産使用で物産、レストランという形で貸付けができればなとは考えており

ます。ただ、並行して指定管理者の募集もかけていきますので、貸付けとすれば、2 月いっ

ぱいで終わってしまうんじゃないかなと思っております。 

○議長（湯淺正司君） 他に質疑ありませんか。 

3 番議員、児玉正孝君。 

○３番（児玉正孝君） 3番、児玉です。 

35 ページの目 6 田園空間博物館費です。道の駅阿蘇屋外トイレ改修工事とございますけ

れども、国の直轄で新しいきれいなトイレができましたけれども、既存、今まであったトイ

レを取壊しをせずに、何か利用するということでしょうか。 

○議長（湯淺正司君） まちづくり課長。 

○まちづくり課長（荒木 仁君） 道の駅につきましては、先日、国交省のほうで防災トイ

レという形でトイレの整備をしていただきました。これまであったトイレについては、まだ

まだ建物自体はしっかりしておりますので、中の衛生器具等を解体いたしまして、道の駅の

倉庫として、今後は活用したいと考えております。 

○議長（湯淺正司君） 児玉正孝君。 

○３番（児玉正孝君） じゃあ、十分使える建物だから使うということですね。了解しまし

た。 

これは、別件でございますけども、道の駅の大津のトイレ、それと阿蘇のトイレを比較し

ました場合、大津は非常に使いづらかったんですけども、今度はいいトイレができたと思い

ます。余分でした。ありがとうございました。 

○議長（湯淺正司君） 他に質疑ありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 

日程第 7 議案第 65号 令和 2年度阿蘇市下水道事業特別会計補正予算について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 7、議案第 65 号「令和 2 年度阿蘇市下水道事業特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

土木部住環境課長の説明を求めます。 

住環境課長。 

○住環境課長（藤田浩司君） 失礼します。 

ただ今議題としていただきました議案第 65 号、令和 2 年度阿蘇市下水道事業特別会計補

正予算につきまして、御説明申し上げます。資料は、別冊 2をお願いいたします。 

1 ページをお願いします。第 1 条です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

5,903万 9,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 7億 8,480万 4,000円と定めております。 
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次に、第 2 条の債務負担行為補正につきましては、3 ページをお願いいたします。第 2 表、

債務負担行為でございます。包括的民間委託に伴う阿蘇市浄化センター等維持管理業務委託

料といたしまして、令和 3年度からの 3年間で限度額 3 億 4,100万円を計上させていただい

ております。浄化センターにつきましては、有限会社阿蘇管理センターのほうに維持管理業

務を包括的に委託しているところでございますが、本年度をもちまして 4期目の委託期間が

満了することになりますので、来年度からの 3年間の委託経費を 3億 4,100 万円と見込み、

債務負担計上させていただいているものでございます。 

5 ページをお願いします。歳入です。款 6 繰越金につきまして、令和元年度の決算額が確

定しましたので、5,903万 9,000円の増額とさせていただいています。 

次のページをお願いします。歳出です。款 1 総務費、目 2 維持管理費としまして、節 10

需用費に 831万 9,000 円、修繕料といたしまして増額補正させていただいております。こち

らにつきましては、汚水管のひび割れや継ぎ目のずれ等によりまして、地下水の流入がみら

れております。したがいまして、その修繕を行うものでございます。 

次の節 17備品購入費 50万円、こちらにつきましても、その汚水管の点検テレビカメラを

1 台購入予定としているものでございます。 

続きまして、款 2 事業費、目 1 下水道事業費につきまして、7 ページをお願いします。2

段目の節 12 委託料といたしまして 1,160 万 8,000 円、測量設計業務委託として計上させて

いただいております。熊本地震以降、汚水管の不明水の流入が増えております。特に、今年

の梅雨時期にはそれが非常に多くみられましたので、早急に流入箇所を特定しまして、止水

措置を行う必要がございます。したがいまして、今回その調査設計費用を計上させていただ

いております。まずは、事業当初整備しました内牧地区を対象と予定しております。 

続きまして、節 14 工事請負費 2,681 万円、管渠工事でございますが、こちら本年度、建

設課が実施する道路改修工事、こちらに併せまして公共下水道の公共ます撤去及びマンホー

ルの高さ調整工事、これを実施予定としております。場所につきましては、内牧のＪＡ斎場

から広町を通って、信用組合までの区間を予定しているところでございます。 

説明につきましては以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

お諮りいたします。暫時休憩をしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） それでは、暫時休憩をいたします。 

2 時 10分から再開いたします。 

午後 1時 57 分 休憩 

 

午後 2時 10 分 再開 

○議長（湯淺正司君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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日程第 8 議案第 66号 令和 2年度阿蘇市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 8、議案第 66 号「令和 2 年度阿蘇市国民健康保険事業特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

市民部ほけん課長の説明を求めます。 

ほけん課長。 

○ほけん課長（古閑茂雄君） お疲れさまでございます。 

ただ今議題としていただきました議案第 66 号、令和 2 年度阿蘇市国民健康保険事業特別

会計補正予算について、御説明いたします。別冊 3を御覧ください。 

1 ページをお開きください。今回の補正予算は、第 3 号補正となります。第 1 条です。既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7,890万 5,000円を追加し、歳入歳出それぞれ

35億 4,622 万 8,000円と定めるとしております。 

5 ページをお開きください。歳入でございます。款 1 国民健康保険税、項 1 国民健康保険

税でございます。一般被保険者国民健康保険税と退職分でございますけれども、今回、令和

元年度の所得額確定によりまして本算定しましたところ、合わせまして 1,649万円を増額補

正としているところでございます。 

続きまして、6 ページを御覧ください。款 5 国庫支出金、項 1 国庫補助金、並びに、款 6

県支出金、項 1 県補助金でございます。ここの部分につきましては、新型コロナウイルス感

染症に伴いまして、保険税を減免した分の財政支援でございます。国のほうで 10 分の 6、

県のほうで 10 分の 4 ということで、現在、減免額のほうを約 378 万円を想定しているとこ

ろでございます。 

続きまして、款 10 繰入金でございます。一般会計繰入金です。保険基盤安定繰入金、こ

の部分につきましては、低所得者の保険税軽減分の財政支援でございまして、軽減の世帯が

減少ということになりまして、今回減額補正ということにしているところでございます。 

続きまして、款 11 繰越金です。前年度繰越金 8,002 万 5,000 円を追加しているところで

ございます。前年度繰越金、総額 1億 5,502万 5,000円としているところでございます。 

続きまして、7 ページを御覧ください。歳出でございます。款 3 国民健康保険事業費納付

金でございます。ここの部分につきましては、先ほど歳入でございました部分の財源を変更

しているところでございます。 

8 ページを御覧ください。款 7 基金積立金、項 1 基金積立金、目 1 財政調整基金積立金で

ございます。今回 7,500万円を補正しまして、総額を 7,501万 2,000円としているところで

ございます。基金につきましては、令和元年度、令和 2 年度と積んでおりまして、今回見込

みで約 2 億円の基金ができるというふうなことになっているところでございます。 

説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 
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日程第 9 議案第 67号 令和 2年度阿蘇市介護保険事業特別会計補正予算について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 9、議案第 67 号「令和 2 年度阿蘇市介護保険事業特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

市民部ほけん課長の説明を求めます。 

ほけん課長。 

○ほけん課長（古閑茂雄君） ただ今議題としていただきました議案第 67 号、令和 2 年度

阿蘇市介護保険事業特別会計補正予算について、御説明させていただきます。別冊 4を御覧

ください。 

1 ページをお開きください。今回の補正予算は、第 2 号補正予算となります。第 1 条でご

ざいます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2億 1,744 万 2,000円を追加し、

歳入歳出それぞれ 36億 8,155万 6,000 円と定めるとしております。 

続きまして、5 ページをお開きください。歳入でございます。款 9 繰越金です。前年度繰

越金としまして、2 億 1,744 万 2,000 円を追加しているところでございます。繰越金の総額

は、2億 5,512 万 3,000円となっております。 

続きまして、6 ページです。歳出でございます。款 4 基金積立金でございます。目 1 介護

給付費準備基金積立金 6,000 万円を追加しまして、今回 6,500 万円の基金を積み立てるとい

うことにしております。これによりまして、令和 2年度末の基金の見込みでございますけど

も、約 2億 7,000万円ということを見込んでいるところでございます。 

続きまして、款 7 諸支出金、1 償還金及び還付加算金でございます。これにつきましては、

令和元年度の精算分でございまして、国・県・支払基金に令和元年度歳入で入っていました

ものの精算金を払い戻すと、精算した分を返還するというものでございます。 

続きまして、款 7諸支出金、項 3繰出金、目 1一般会計繰出金でございます。事務事業の

精算金として約 4,000 万円を一般会計に令和元年度分の精算分を返還するというものでござ

います。 

説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 

日程第 10 議案第 68 号 令和 2 年度阿蘇市後期高齢者医療事業特別会計補正予算につい

て 

○議長（湯淺正司君） 日程第 10、議案第 68 号「令和 2 年度阿蘇市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算について」を議題といたします。 

市民部ほけん課長の説明を求めます。 

ほけん課長。 

○ほけん課長（古閑茂雄君） ただ今議題としていただきました議案第 68 号、令和 2 年度
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阿蘇市後期高齢者医療事業特別会計補正予算について、御説明させていただきます。別冊 5

を御覧ください。 

1 ページをお開きください。今回の補正予算は、第 2 号補正予算となります。第 1 条でご

ざいます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 863 万 3,000円を追加し、歳入歳

出それぞれ 4億 6,679万 1,000円と定めるとしております。 

続きまして、4 ページをお開きください。歳入でございます。款 5 繰越金です。前年度繰

越金としまして、863 万 3,000 円を追加しております。繰越金の総額は、863 万 4,000 円と

なっているところでございます。 

続きまして、5 ページをお開きください。歳出でございます。款 2 後期高齢者医療広域連

合納付金、項 1 後期高齢者医療広域連合納付金でございます。被保険者の保険料負担金、令

和元年度分の精算でございますけども、678 万 6,000 円を追加計上しております。この部分

につきましては、令和 2年 4 月から 5月に納付された令和元年度分の保険料を広域連合のほ

うに納入するものでございます。 

続きまして、款 4諸支出金、項 2繰出金、一般会計繰出金でございます。一般会計の繰出

金につきましては、令和元年度の人件費及び事務費の精算分でございまして、184 万 9,000

円を計上しているところでございます。 

説明は以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 

日程第 11 議案第 69号 令和 2年度阿蘇市坂梨財産区特別会計補正予算について 

日程第 12 議案第 70号 令和 2年度阿蘇市古城財産区特別会計補正予算について 

日程第 13 議案第 71号 令和 2年度阿蘇市中通財産区特別会計補正予算について 

○議長（湯淺正司君） お諮りいたします。日程第 11、議案第 69 号「令和 2 年度阿蘇市坂

梨財産区特別会計補正予算について」、日程第 12、議案第 70 号「令和 2 年度阿蘇市古城財

産区特別会計補正予算について」、日程第 13、議案第 71 号「令和 2 年度阿蘇市中通財産区

特別会計補正予算について」につきましては、一括議題にしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 御異議なしと認めます。したがって、日程第 11、議案第 69 号、日

程第 12、議案第 70 号、及び、日程第 13、議案第 71 号については、一括して議題とするこ

とに決定いたしました。 

総務部財政課長の説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（廣瀬和英君） ただ今、一括議題としていただきました議案第 69 号から議案

第 71 号につきまして、順に御説明申し上げます。 
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まず初めに、別冊 6 をお願いいたします。議案第 69 号、令和 2 年度阿蘇市坂梨財産区特

別会計補正予算についてでございます。 

1 ページをお願いします。今回の補正予算（第 1 号）は、既定の歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ 372万 1,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 1,612万 9,000 円といたしてお

ります。 

それでは、4 ページのほうで説明させていただきます。4 ページは、歳入になります。令

和元年度決算に伴いまして、前年度繰越金の額が確定いたしましたので、当初予算計上額と

の差額である 372万 1,000円を追加して計上しております。 

また、それに伴いまして、次の 5ページになりますが、歳出のほうでは、先ほどの繰越金

と同額 372万 1,000円を予備費に追加しております。 

続きまして、別冊 7 をお願いします。議案第 70 号、令和 2 年度阿蘇市古城財産区特別会

計補正予算についてでございます。 

まず、1 ページをお願いします。第 1 条ですけれども、今回の補正予算（第 1 号）は、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 301 万 6,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ

782万 1,000円といたしております。 

まず、歳入予算について説明いたします。4 ページをお願いいたします。4 ページの一番

上、一般会計繰入金につきましては、採草用地といたしまして、宮坂牧野組合の原野の一部

貸付けに伴いまして、一般会計で受け入れる貸付収入 50 万円の 13％の額 6 万 5,000 円を財

産区の収入として今回計上するものです。 

また、その下の段、前年度繰越金につきましては、令和元年度決算に伴い、金額が確定い

たしましたので、確定額である 295万 1,000円を計上しております。 

次に、5 ページになります。5 ページは、歳出になります。上の段の水道管理費につきま

しては、修繕料と、それから水道工事費を今後の応急修理等に備えまして、それぞれ 100 万

円ずつ追加計上し、残りの額 101万 6,000 円につきましては、一番下の段の予備費、こちら

のほうに追加いたしております。 

最後に、別冊 8 をお願いいたします。議案第 71 号、令和 2 年度阿蘇市中通財産区特別会

計補正予算についてでございます。 

1 ページをお願いします。今回の補正予算は、第 2 号補正であります。既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ 526万 4,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 2,376万 3,000 円

といたしております。 

まず、歳入予算について、4 ページをお願いいたします。歳入のほうでは、令和元年度決

算に伴いまして、前年度繰越金の額が確定いたしましたので、当初予算計上額との差額であ

ります 526万 4,000円を追加しております。 

それに伴いまして、次の 5ページになりますが、歳出のほうでは、先ほどの前年度繰越金

と同じ額であります 526万 4,000円、こちらのほうを予備費に追加計上したところでござい

ます。 

説明は以上になります。御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、議案第 69号、議案第 70 号、及び、議案

第 71 号についての質疑を終わります。 

 

日程第 14 議案第 72号 令和 2年度阿蘇市病院事業会計補正予算について 

○議長（湯淺正司君） 日程第 14、議案第 72 号「令和 2 年度阿蘇市病院事業会計補正予算

について」を議題といたします。 

阿蘇医療センター事務部長の説明を求めます。 

医療センター事務部長。 

○阿蘇医療センター事務部長（井野孝文君） お疲れさまです。 

ただ今議題としていただきました議案第 72 号、令和 2 年度阿蘇市病院事業会計補正予算

について、御説明をさせていただきます。資料は、別冊 9になります。 

まず、1 ページを御覧ください。今回、第 1 号補正になります。第 2 条です。病院経営に

係る予算といたしまして、収益的収入及び支出につきまして、既決の予定額に収益費用それ

ぞれ 2,543万 4,000円を増額し、合計額を 26億 6,582 万 2,000円としております。 

次に、第 3条です。病院の施設設備に係る予算になりますが、資本的収入及び支出のほう

です。こちらにつきましては、既決の予定額に収入支出それぞれ 444 万 7,000円を増額して

おります。資本的収入の合計額は、3 億 2,337 万 6,000 円、資本的支出の合計額は 4 億

2,558万円としております。 

次、2 ページの第 4 条になります。棚卸資産の購入限度額につきましては、今回の補正分

を加えまして、合計額を 3億 1,806万 8,000円に改めております。 

詳細につきましては、7 ページを御覧ください。まず、収益的収入になりますが、説明順

が前後しますが、2 医療外収益、3 補助金を御覧ください。補助金の合計額としまして、1

億 2,433 万 4,000円を計上しております。これは、いわゆる国の 1次補正分ということで、

補助金の項目それぞれ緊急包括支援交付金が 2,543万 4,000円、患者等入院病床確保事業費

補助金が 9,760 万円、入院医療提供体制支援交付金が 130万円ということで、コロナに関わ

るものとして純増しております。ちなみに、それぞれの補助金といたしましては次に支出の

ほうで説明いたしますが、緊急包括支援交付金につきましては診療体制整備に係る費用が補

助対象としております。2 番の患者等受入れというのは、いわゆる空床確保補助金というこ

とで、国の予算措置に伴いまして、6 か月分の予算補助金の申請をしております。次の入院

医療提供体制支援交付金につきましては、入院患者の診療等に直接従事する医師、看護師、

臨床工学技士を対象とした手当等が補助対象となっております。その上段になりますが、医

業収益、入院収益につきましては、当初予算策定時には現在行っております入院制限を見込

んでおりませんでした。現在 80 床を上限として対策をしておりますが、それといたしまし

て、先ほど補助金の中で、いわゆる空床確保補助金と支援交付金の合計額 9,890万円につき

まして減額をさせていただいたところです。 
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次に、8 ページの支出のほうになりますが、こちらは先の補助金の内訳になります。医業

費用といたしまして、まず材料費につきましては、診療材料として個人防護具一式ですね、

ガウン、マスク、手袋、キャップ、フェイスシールド、シューズカバー等になりますが、延

べ 6,600 着分を申請しております。次の経費になりますが、賃借料として 303万 6,000円を

計上いたしております。市長の諸般の報告でありましたように、今後、インフルエンザの流

行期を迎え、その発熱外来の新たな拠点として院内感染防止を図るため、コンテナ式レンタ

ル陰圧ハウスを借り上げるということで、初期設置費用を含みますリース費用を計上いたし

ているところです。 

次、9 ページをお願いいたします。こちらにつきましては、資本的に計上する緊急包括支

援交付金といたしまして、次に述べます。大変失礼しました。すみませんでした。6 ページ

の説明が終わりまして、7 ページの説明が終わりまして、8 ページを御覧いただきたいと思

います。こちらは、資本的な項目として計上すべき補助金とその使途、内訳について計上い

たしておりますが、まず資本的収入で計上すべき包括支援交付金といたしまして 444 万

7,000 円を計上しております。その支出の目的といたしましては、その下段になります支出

の項目になりますが、それぞれ医療機器と備品購入費といたしましてＨＥＰＡフィルターつ

きパーティション、これを 15 台購入予定です。簡易ベッドは 14 台で 77 万 6,000 円、電光

掲示板につきましては 1 台になりますが、1 セットで 55 万円と、診療用のパソコン及びｉ

Ｐａｄ4 台を購入予定しております。合計で 79万 6,000円を計上いたしております。 

以上で、説明を終わります。御審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。大変失

礼しました。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

8 番議員、谷﨑利浩君。 

○８番（谷﨑利浩君） 国からコロナ対策の補助金がきまして、医業収益のほうで 9,890 万

円減額で積算がされていますけど、これはコロナ対策として病床を空けるとか、そういった

ことで赤字が出る部分を積算されていると思います。病院の場合、先ほど飲食業の問題も出

ましたけども、お客さんというか、患者さんがうつりたくないということで病院に通うのを

控えたりとか、そういったことでも減額が出てくると思うんですけど、そういったところの

計算はされているんでしょうか。 

○議長（湯淺正司君） 医療センター事務部長。 

○阿蘇医療センター事務部長（井野孝文君） ただ今の御質問にお答えをしたいと思います。 

いわゆる外来診療の受診控えによる、その収益補塡は、今のところ補助金としてはござい

ません。ただし、入院につきましては空床補助ということで、現在は 1 次補正分としては 1

床当たり 1万 6,000円ということで、国の予算措置が 9 月分まで上がっておりましたので、

9 月分までで合計で 9,760万円ということで申請をしております。 

なお、10 月以降、御承知のとおり、全国的に医療機関の収益は悪化しているということ

は、いわゆる国の問題として取り上げられておりますので、国としては予備費で交付金を流

すということ、増額するということで情報がきておりますので、さらに場合によっては 1 床
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単価も引き上げられるということもきております。それをしっかり補助金申請はさせていた

だこうと思っております。 

○議長（湯淺正司君） 他に質疑ありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 

日程第 15 請願第 1号 核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書提出の請願 

○議長（湯淺正司君） 日程第 15、請願第 1 号「核兵器禁止条約の早期発効を求める意見

書提出の請願」を議題といたします。 

紹介議員の説明を求めます。 

6 番議員、竹原祐一君。 

○６番（竹原祐一君） それでは、提案理由、意見書の内容について付け加えさせていただ

きます。 

今現在、日本は、核兵器の唯一の被爆国として、この核兵器について反対をしていく必要

があると思います。今現在、この核兵器禁止条約は、2017 年 9 月 20 日に調印、そして批准、

そして参加が開始をされ、あとこの発効まで必要な条件 50 か国まで 6 か国の賛成が必要だ

という状態になっています。ぜひともこういう時期に被爆国の日本として核兵器禁止条約に

前向きに進んでいただきたいと、そういう要望で提出をさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、請願第 1号の質疑を終わります。 

ただ今議題となっております請願第 1号については、所管の総務常任委員会に付託をいた

します。 

 

日程第 16 請願第 2号 市道狩尾幹線道の復旧に係る意見書の提出を求める請願 

○議長（湯淺正司君） 日程第 16、請願第 2 号「市道狩尾幹線道の復旧に係る意見書の提

出を求める請願」を議題といたします。 

紹介議員の説明を求めます。 

14番議員、田中弘子君。 

○14番（田中弘子君） 田中弘子でございます。 

それでは、請願第 2号、市道狩尾幹線道の復旧に係る意見書の提出を求める請願について、

紹介議員の説明を行います。 

平成 28 年 4 月の熊本地震により被災した市道狩尾幹線は、公共土木施設災害復旧事業費

国庫負担法に基づき、国の援助を受け、復旧を計画しようにも、度重なる災害からの復旧に

迫られるがゆえに、市の負担分の捻出が困難などの理由により、いまだ復旧がなされず、通

行不能の状態のままとなっています。この道は、牧野組合の死活的生命線であり、野焼きな
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どの草原維持管理に必要不可欠な道路でもあります。また、近年はラピュタの道として全国

的にも有名になり、観光資源としても期待される道路となっています。このため、この道路

の復旧を早期に実現すべく、国に対し、さらなる財源と技術力の提供を強く求めるものであ

りますので、議員各位におかれましては、本趣旨に御賛同いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

終わります。 

○議長（湯淺正司君） これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（湯淺正司君） 質疑がないようですので、請願第 2号の質疑を終わります。 

ただ今議題となっております請願第 2号については、所管の経済建設常任委員会に付託を

いたします。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

これをもって、本日は散会をいたします。お疲れさまでした。 

午後 2時 39 分 散会 


